
　
「声のラン」では、おもに「市長への手紙・ポスト」や「広報広聴モニター」の声と、

その答えをご紹介しています。そのほか皆さんからの一般的な質問などもご紹介しま

すので、普段から疑問に思っていることなどを、お手紙などでお寄せください。ただし、

ほかの市民にも参考になる内容を採用させていただくため、個人的なことなどすべてを掲載す

ることはできません。また、質問の内容を確認する必要上、お手紙には必ず連絡先と名前をご

記入ください。【〒066-8686／千歳市東雲町２丁目34／千歳市企画部広報広聴課 宛】

小
児
科
の
医
療
体
制
を
充
実
し

て
く
だ
さ
い
!!

【ワンポイントメモ】

１ 市
内
の
医
療
機
関
は
、

札
幌
保
健
医
療
圏
（
石

狩
管
内
）
に
属
し
て
お

り
、
病
床
数
（
ベ
ッ
ド
数
）
は
、

北
海
道
が
定
め
て
い
ま
す
。

　

圏
域
内
の
病
床
数
は
、
現
在
、

基
準
病
床
数
よ
り
６
千
床
以
上
超

過
し
て
い
る
た
め
、
新
た
な
病
院

や
有
床
診
療
所
の
開
設
・
増
床
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

圏
域
内
の
う
ち
、
札
幌
市
と
江

別
市
を
除
く
６
つ
の
市
町
村
で
、

小
児
病
棟
は
、
３
つ
の
医
療
機
関

（
合
計
で
24
床
）
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
19
床
を
確
保
し
て
い
る

千
歳
市
民
病
院
は
、
市
内
と
周
辺

市
町
か
ら
の
小
児
科
の
入
院
医
療

を
受
け
入
れ
る
、
基
幹
病
院
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
大
部
分
の
小
児
科
医

や
小
児
病
棟
は
、
札
幌
市
に
集
中

し
て
い
ま
す
。
患
者
数
が
多
い
都

市
部
は
、
経
営
面
で
の
不
安
が
少

な
く
、
ま
た
、
専
門
医
を
取
得
す

る
た
め
の
研
修
施
設
が
充
実
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
小
児
科
医

や
小
児
病
棟
に
限
ら
ず
、
医
師
や

入
院
可
能
な
医
療
機
関
は
、
札
幌

市
な
ど
の
大
都
市
に
集
中
し
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

　

さ
ら
に
、
医
師
の
中
で
も
激
務

と
さ
れ
る
小
児
科
医
を
希
望
す
る

先
日
、
子
ど
も
が
病
気
に

な
り
、
入
院
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

市
内
の
病
院
の
小
児
科
は
満
床
の

た
め
、
札
幌
市
の
病
院
に
入
院
す
る

こ
と
に
な
り
、
大
変
不
便
な
思
い
を

し
ま
し
た
。

　

小
児
科
の
病
床
を
増
や
す
な
ど
、

市
の
医
療
体
制
を
も
っ
と
充
実
し
て

く
だ
さ
い
。

《
40
歳
代
女
性
》

冬期は気温が低く空気が乾燥しているた

め、インフルエンザが流行するおそれが

あります。インフルエンザウイルスを予

防するためには、うがいや手洗い、マス

クを着用するほか、予防接種が効果的で

す。流行する前に予防接種を受けて、健

康を守りましょう。

医
師
は
、
全
体
の
１
割
を
切
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
都
市
を

除
く
道
内
の
市
町
村
で
は
小
児
科

医
の
確
保
が
難
し
く
な
り
、
小
児

科
を
診
療
科
か
ら
除
い
た
り
、
小

児
病
棟
を
な
く
し
て
外
来
の
み
に

す
る
医
療
機
関
が
増
え
て
い
ま

す
。
地
域
の
小
児
医
療
は
、
慢
性

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

小
児
科
の
医
療
体
制
を
確
保
す

る
た
め
、
千
歳
市
で
は
、
市
民
病

院
独
自
の
取
組
と
し
て
、
平
日
の

18
時
か
ら
21
時
ま
で
、
小
児
科
の

救
急
当
番
医
の
診
療
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
「
ち
と
せ
健
康
・
医

療
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
24
（
15
ペ
ー
ジ
に

紹
介
）」
に
よ
り
、
24
時
間
体
制
で

医
療
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
現
状
の
限
り
あ
る

医
療
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
医
療
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

］

［
健
康
推
進
課
救
急
医
療
・
管
理
係
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市民病院は基幹病院としての役割を担っています
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